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に
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掲
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定
の
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を
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改
正
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欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
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た
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の
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二
重
傍
線
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規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改 正 後 改 正 前

第２章 歩行者の心得 第２章 歩行者の心得

歩行者は、この章に書かれている事柄を守りましよう。 ［同左］

第３節 横断の仕方 第３節 横断の仕方

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］

３ 信号機のない場所で横断しようとするとき ３ ［同左］

［(1)～(4) 略］ ［(1)～(4) 同左］

(5) 横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思 ［加える。］

を明確に伝えるようにしましよう。

(６) ［略］ (5) ［同左］

第３章 自転車に乗る人の心得 第３章 自転車に乗る人の心得

自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。自転車に ［同左］

乗るときは、特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう。

第１節 自転車の正しい乗り方 第１節 自転車の正しい乗り方

１ 自転車に乗るに当たつての心得 １ ［同左］

［(1)～(8) 略］ ［(1)～(8) 同左］

(9) 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットなどの交通事故による被害 ［加える。］

の軽減に資する器具を着用するようにしましよう。

(10) ［略］ (9) ［同左］

(11) ［略］ (10) ［同左］

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］

第６章 危険な場所などでの運転 第６章 危険な場所などでの運転

第４節 悪天候など 第４節 悪天候など



悪天候で道路の状態が悪いと思われるときや交通が混雑しそうな道路を ［同左］

通行するときなどは、まずラジオを聞いたり、日本道路交通情報センター

に電話を掛けたりして、道路や交通の状況を確認しましよう。

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］

３ 霧などのときの運転 ３ 霧のときの運転

(1) 霧や吹雪などは、視界を極めて狭くします。霧灯（淡黄色などの補 (1) 霧は、視界を極めて狭くします。霧灯（淡黄色などの補助前照灯）

助前照灯）のあるときは霧灯を、ないときは前照灯を早めにつけまし のあるときは霧灯を、ないときは前照灯を早めにつけましよう。中心

よう。中心線やガードレールや前の車の尾灯を目安にし、速度を落と 線やガードレールや前の車の尾灯を目安にし、速度を落として運転し

して運転しましよう。 ましよう。

［(２) 略］ ［(２) 同左］

備考 表中の［ ］の記載は注記である。
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し
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に
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る
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で
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欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改 正 後 改 正 前

第２章 交通安全教育の内容及び方法 第２章 交通安全教育の内容及び方法

第１節 幼児に対する交通安全教育 第１節 幼児に対する交通安全教育

幼児に対する交通安全教育は、１に定める目的を達成するため、２に定 ［同左］

める事項を内容として実施する。

なお、この場合において、配慮すべき事項は３に定めるとおりとし、ま

た、４に定めるところにより幼児の保護者に対して交通安全教育を実施す

る。

［１ 略］ ［１ 同左］

２ 幼児に対する交通安全教育の内容 ２ ［同左］

(１) 歩行者の心得 (１) ［同左］

［ア 略］ ［ア 同左］

イ 内容 イ ［同左］

［(ア)～(エ) 略］ ［(ア)～(エ) 同左］

(オ) 横断の仕方 (オ) ［同左］

［ａ・ｂ 略］ ［ａ・ｂ 同左］

ｃ 信号機のない所で横断しようとする場合 ｃ ［同左］

横断歩道橋、横断用地下道等の安全に横断することができる 横断歩道橋、横断用地下道等の安全に横断することができる

施設又は横断歩道が近くにない場合は、道路がよく見渡せる所 施設又は横断歩道が近くにない場合は、道路がよく見渡せる所

を探し、歩道の縁又は道路の端に立ち止まって右左の安全を十 を探し、歩道の縁又は道路の端に立ち止まって右左の安全を十

分に確認するとともに、走行中の車両が歩行者の横断のために 分に確認するとともに、走行中の車両が歩行者の横断のために

停止した場合は、他の車両の動きに注意し、安全を確認してか 停止した場合は、他の車両の動きに注意し、安全を確認してか

ら横断を始めるように指導する。また、手を上げるなどして運 ら横断を始めるように指導する。また、横断中も車両が近づい



転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにすること、横 てこないかどうか周囲の状況に注意すること及び停車又は駐車

断中も車両が近づいてこないかどうか周囲の状況に注意するこ 中の車両の陰から別の車両が突然出てくることがあるので注意

と及び停車又は駐車中の車両の陰から別の車両が突然出てくる することを指導する。特に、横断時には、左方向から進行して

ことがあるので注意することを指導する。特に、横断時には、 くる車両と衝突する交通事故が多いことを理解させ、道路の横

左方向から進行してくる車両と衝突する交通事故が多いことを 断を始める前や横断中には、これらの車両の動きに十分に注意

理解させ、道路の横断を始める前や横断中には、これらの車両 するように指導する。

の動きに十分に注意するように指導する。

［(カ)・(キ) 略］ ［(カ)・(キ) 同左］

［(２)～(５) 略］ ［(２)～(５) 同左］

［３・４ 略］ ［３・４ 同左］

第２節 児童に対する交通安全教育 第２節 児童に対する交通安全教育

児童に対する交通安全教育は、１に定める目的を達成するため、２に定 ［同左］

める事項を内容として実施する。

なお、この場合において、配慮すべき事項は３に定めるとおりとし、ま

た、４に定めるところにより児童の保護者に対しての交通安全教育を実施

する。

［１ 略］ ［１ 同左］

２ 児童に対する交通安全教育の内容 ２ ［同左］

［(１)～(３) 略］ ［(１)～(３) 同左］

(４) 自転車の利用者の心得 (４) ［同左］

［ア 略］ ［ア 同左］

イ 内容 イ ［同左］

［(ア) 略］ ［(ア) 同左］

(イ) 自転車に乗るに当たっての心得 (イ) ［同左］



ブレーキが故障している場合、夜間に尾灯及び反射器材が付い ブレーキが故障している場合、夜間に尾灯及び反射器材が付い

ていない場合等の自転車に乗ってはならない場合があることを理 ていない場合等の自転車に乗ってはならない場合があることを理

解させる。また、体格に合わない自転車に乗らないようにするこ 解させる。また、体格に合わない自転車に乗らないようにするこ

と、二人乗り等の危険な乗り方をしないようにすること、自転車 と、二人乗り等の危険な乗り方をしないようにすること、自転車

に荷物を積む場合は、視野が妨げられたり、自転車の安定が悪く に荷物を積む場合は、視野が妨げられたり、自転車の安定が悪く

なったりするような積み方をしないようにすること、目立つ色の なったりするような積み方をしないようにすること、目立つ色の

服装をすること及び乗車用ヘルメット、反射材用品等を着用する 服装をすること及び反射材用品等を着用することを指導する。

ことを指導する。

［(ウ)～(ケ) 略］ ［(ウ)～(ケ) 同左］

［(５)・(６) 略］ ［(５)・(６) 同左］

［３・４ 略］ ［３・４ 同左］

第３節 中学生に対する交通安全教育 第３節 中学生に対する交通安全教育

中学生に対する交通安全教育は、１に定める目的を達成するため、２に ［同左］

定める事項を内容として実施する。

なお、この場合において、配慮すべき事項は３に定めるとおりとする。

［１ 略］ ［１ 同左］

２ 中学生に対する交通安全教育の内容 ２ ［同左］

［(１)・(２) 略］ ［(１)・(２) 同左］

(３) 自転車利用者の心得 (３) ［同左］

［ア 略］ ［ア 同左］

イ 内容 イ ［同左］

(ア) 自転車の正しい乗り方の実践 (ア) ［同左］

13歳以上の者は、道路標識等により普通自転車が歩道を通行で 13歳以上の者は、道路標識等により普通自転車が歩道を通行で

きることとされている場合及び安全を確保するため普通自転車が きることとされている場合及び安全を確保するため普通自転車が



歩道を通行することがやむを得ない場合のほかは、車道又は自転 歩道を通行することがやむを得ない場合のほかは、車道又は自転

車道の左端を通行しなければならないことを理解させる。また、 車道の左端を通行しなければならないことを理解させる。また、

自転車乗用中の中学生が当事者である交通事故の発生原因を、交 自転車乗用中の中学生が当事者である交通事故の発生原因を、交

通事故の実例を挙げるなどして説明し、交通ルールを遵守しなか 通事故の実例を挙げるなどして説明し、交通ルールを遵守しなか

った場合の危険性について理解させるとともに、自転車の正しい った場合の危険性について理解させるとともに、自転車の正しい

乗り方について、交差点の通行の仕方等の第２章第２節２(４)イの 乗り方について、交差点の通行の仕方等の第２章第２節２(４)イの

事項を再確認させ、実際に道路を通行する場合には確実に実践す 事項を再確認させ、実際に道路を通行する場合には確実に実践す

ることができるように指導する。特に、体格に合わない自転車に ることができるように指導する。特に、体格に合わない自転車に

乗ること、傘を差したり、携帯電話の通話又は操作をしたりしな 乗ること、傘を差したり、携帯電話の通話又は操作をしたりしな

がら走行すること、二人乗りで走行すること、ヘッドホンの使用 がら走行すること、二人乗りで走行すること、ヘッドホンの使用

等による周囲の音が十分聞こえないような状態で走行すること等 等による周囲の音が十分聞こえないような状態で走行すること等

の危険性を考えさせ、これらの行為が交通事故の発生原因となる の危険性を考えさせ、これらの行為が交通事故の発生原因となる

ことを理解させる。さらに、交通事故が発生した場合の乗車用ヘ ことを理解させる。

ルメットの被害軽減効果を理解させ、乗車用ヘルメットの着用を

促す。

［(イ) 略］ ［(イ) 同左］

［(４)・(５) 略］ ［(４)・(５) 同左］

［３ 略］ ［３ 同左］

第４節 高校生に対する交通安全教育 第４節 高校生に対する交通安全教育

高校生に対する交通安全教育は、１に定める目的を達成するため、２に ［同左］

定める事項を内容として実施する。

なお、この場合において、配慮すべき事項は３に定めるとおりとする。

［１ 略］ ［１ 同左］

２ 高校生に対する交通安全教育の内容 ２ ［同左］



［(１) 略］ ［(１) 同左］

(２) 歩行者の心得 ［加える。］

ア 目標

歩行者として交通ルールを遵守し、交通マナーを実践する必要が

あることを再確認させることにより、交通安全意識の高揚を図る。

また、免許を受けた者に対しては、歩行者の立場で交通安全教育を

受けることにより、自動車等を運転する場合に歩行者の特性を踏ま

えて安全に運転ができるようにする。

イ 内容

歩行者に対する交通安全教育においては、以下の事項を説明する

などして、交通ルールを遵守し、交通マナーを実践することの必要

性を再確認させる。また、免許を受けていない、交通安全教育の受

講経験がない等の理由から、交通ルール等に関する理解が十分でな

い者に対しては、歩行者として安全に道路を通行するために習得す

る必要のある事項を教則第２章の内容に沿って指導する。

(ア) 横断中の事故等の歩行者が当事者である事故の発生原因等

(イ) 道路の横断等における幼児、児童、高齢者、目の見えない人及

び身体の不自由な人の保護

(３) 自転車の利用者の心得 (２) ［同左］

［ア 略］ ［ア 同左］

イ 内容 イ ［同左］

自転車乗用中の高校生が当事者である交通事故の発生原因を、交 自転車乗用中の高校生が当事者である交通事故の発生原因を、交

通事故の実例を挙げるなどして説明し、交通ルールを遵守しなかっ 通事故の実例を挙げるなどして説明し、交通ルールを遵守しなかっ

た場合の危険性を理解させるとともに、道路における危険を予測し た場合の危険性を理解させるとともに、道路における危険を予測し



、これを回避して安全に通行することができるように指導する。ま 、これを回避して安全に通行することができるように指導する。ま

た、必要に応じて自転車を用いて実技訓練を実施するなどして、点 た、必要に応じて自転車を用いて実技訓練を実施するなどして、点

検及び正しい乗り方を確実に実践することができるように指導する 検及び正しい乗り方を確実に実践することができるように指導する

。さらに、交通事故が発生した場合の乗車用ヘルメットの被害軽減 。

効果を理解させ、乗車用ヘルメットの着用を促す。

(４) ［略］ (３) ［同左］

(５) ［略］ (４) ［同左］

［３ 略］ ［３ 同左］

第５節 成人に対する交通安全教育 第５節 成人に対する交通安全教育

［１ 略］ ［１ 同左］

２ 免許取得後の交通安全教育 ２ ［同左］

免許取得後の交通安全教育は、(１)に定める目的を達成するため、(２)に ［同左］

定める事項を内容として実施する。

なお、この場合において、配慮すべき事項は(３)に定めるとおりとする

。

［(１) 略］ ［(１) 同左］

(２) 免許取得後の交通安全教育の内容 (２) ［同左］

ア 四輪車の運転者に対する交通安全教育 ア ［同左］

［(ア)・(イ） 略］ ［(ア)・(イ） 同左］

(ウ) 状況に応じた運転能力の向上 (ウ) ［同左］

［ａ 略］ ［ａ 同左］

ｂ 内容 ｂ ［同左］

［(ａ)～(ｃ) 略］ ［(ａ)～(ｃ) 同左］

(ｄ) 霧等の場合の運転 (ｄ) 霧の場合の運転



霧、吹雪等（以下「霧等」という。）が発生すると視界が 霧が発生すると視界が狭くなることを理解させ、霧の場合

狭くなることを理解させ、霧等の場合に運転するときは、霧 に運転するときは、霧灯（淡黄色等の補助前照灯をいう。以

灯（淡黄色等の補助前照灯をいう。以下同じ。）があるとき 下同じ。）があるときは霧灯を、ないときは前照灯を早めに

は霧灯を、ないときは前照灯を早めにつけること、速度を落 つけること、速度を落として運転すること、危険防止のため

として運転すること、危険防止のために必要に応じて警音器 に必要に応じて警音器を使用すること等の霧の場合に運転者

を使用すること等の霧等の場合に運転者がとるべき必要な措 がとるべき必要な措置を指導する。

置を指導する。

［(ｅ)・(ｆ) 略］ ［(ｅ)・(ｆ) 同左］

［(エ)・(オ） 略］ ［(エ)・(オ） 同左］

［イ 略］ ［イ 同左］

［(３) 略］ ［(３) 同左］

［３ 略］ ［３ 同左］

４ 歩行者等に対する交通安全教育 ４ ［同左］

歩行者等に対する交通安全教育は、(１)に定める目的を達成するため、 ［同左］

(２)に定める事項を内容として実施する。

なお、この場合において、配慮すべき事項は(３)に定めるとおりとする

。

［(１) 略］ ［(１) 同左］

(２) 歩行者等に対する交通安全教育の内容 (２) ［同左］

歩行者等に対する交通安全教育においては、以下の事項を説明する ［同左］

などして、交通ルールを遵守し、交通マナーを実践することの必要性

を再確認させる。また、免許を受けていない、交通安全教育の受講経

験がない等の理由から、交通ルール等に関する理解が十分でない者に

対しては、歩行者等として安全に道路を通行するために習得する必要



のある事項を教則第２章及び第３章の内容に沿って指導する。

［ア 略］ ［ア 同左］

イ 自転車の利用者の心得 イ ［同左］

［(ア)～(オ) 略］ ［(ア)～(オ) 同左］

(カ) 交通事故が発生した場合の乗車用ヘルメットの被害軽減効果 ［加える。］

［ウ 略］ ［ウ 同左］

［(３) 略］ ［(３) 同左］

第６節 高齢者に対する交通安全教育 第６節 高齢者に対する交通安全教育

高齢者に対する交通安全教育は、１に定める目的を達成するため、２に ［同左］

定める事項を内容として実施する。

なお、この場合において、配慮すべき事項は３に定めるとおりとし、ま

た、４に定めるところにより高齢者の家族等に対しての交通安全教育を実

施する。

［１ 略］ ［１ 同左］

２ 高齢者に対する交通安全教育の内容 ２ ［同左］

［(１)～(３) 略］ ［(１)～(３) 同左］

(４) 自転車の利用者の心得 (４) ［同左］

［ア 略］ ［ア 同左］

イ 内容 イ ［同左］

［(ア)・(イ) 略］ ［(ア)・(イ) 同左］

(ウ) 安全に自転車に乗るために習得する必要のある事項 (ウ) ［同左］

免許を受けていない、交通安全教育の受講経験がない等の理由 免許を受けていない、交通安全教育の受講経験がない等の理由

から、交通ルール等に関する理解が十分でない者に対しては、安 から、交通ルール等に関する理解が十分でない者に対しては、安

全に自転車に乗るために習得する必要のある事項を、教則第３章 全に自転車に乗るために習得する必要のある事項を、教則第３章



の内容に沿って指導する。特に、70歳以上の者が普通自転車を利 の内容に沿って指導する。特に、70歳以上の者が普通自転車を利

用する場合は歩道を通行することができるが、歩道では原則とし 用する場合は歩道を通行することができるが、歩道では原則とし

て直ちに停止できるような速度で徐行し、警察官又は交通巡視員 て直ちに停止できるような速度で徐行し、警察官又は交通巡視員

が歩道を通行してはならない旨を指示した場合はその指示に従わ が歩道を通行してはならない旨を指示した場合はその指示に従わ

なければならないことを理解させる。また、交通事故が発生した なければならないことを理解させる。

場合の乗車用ヘルメットの被害軽減効果を理解させ、乗車用ヘル

メットの着用を促す。

［(５)～(７) 略］ ［(５)～(７) 同左］

［３ 略］ ［３ 同左］

４ 家族等に対する交通安全教育の実施 ４ ［同左］

高齢者が加齢に伴う身体の機能の変化を自覚し、安全に道路を通行す ［同左］

るためには、家族等の理解と協力が必要である。

そこで、高齢者に対する交通安全教育を実施する場合は、指導者は、

可能であれば家族等の同伴を求め、家族等が参加できない場合は、高齢

者に対する交通安全教育において家族等が果たすべき役割、高齢者に指

導すべき事項等について記載した資料を高齢者に持ち帰らせることなど

により、家族等に対する交通安全教育を行う。

なお、具体的には以下の内容について指導する。

［(１)・(２) 略］ ［(１)・(２) 同左］

(３) 高齢者が安全に自転車を利用するために必要な事項 (３) ［同左］

自転車乗用中の高齢者が当事者である交通事故の主な原因が、無理 自転車乗用中の高齢者が当事者である交通事故の主な原因が、無理

な道路の横断、交差点での一時不停止等であることを理解させ、これ な道路の横断、交差点での一時不停止等であることを理解させ、これ

らの行動をとらないように指導する。また、交通事故が発生した場合 らの行動をとらないように指導する。

の乗車用ヘルメットの被害軽減効果を理解させ、乗車用ヘルメットの



着用を促すよう指導する。

［(４)～(６) 略］ ［(４)～(６) 同左］

備考 表中の［ ］の記載は注記である。



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


